
 

 

 
 

 

令和４年４月のごみ処理手数料改定にともない、瑞浪市のごみ袋等は一新されて

います。 

可燃の旧ごみ袋はすでに使用できませんが、不燃の旧ごみ袋及びシールについ

ても、令和５年３月までしか使用できませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更前の旧ごみ袋等（可燃：黄色、不燃：透明、シール：白色）は、新しいごみ袋等

との差額をお支払いいただくことで、１枚から、新しいものへ交換しています。しかし、

旧ごみ袋等の交換は、令和５年３月末までの対応となっており、令和５年４月以降は

交換ができません。 

旧ごみ袋等が残っている方は、交換忘れのないようご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ  瑞浪市環境課       電話 0572-68-9806 

瑞浪市クリーンセンター 電話 0572-68-6010 

○旧ごみ袋等の交換窓口【令和５年３月３１日まで】 

環境課（市役所西分庁舎２階）、クリーンセンター、各コミュニティーセンター 

※ 現行のごみ袋との差額のお支払いが必要となります（現金のみ） 

※ 土・日・祝日を除く、午前 8時 30分～午後 5時 15分の対応となります 

※ 令和５年４月以降は交換ができません 

令和５年４月以降は、不燃の 

旧ごみ袋・シールも使用できません 

回覧 

旧ごみ袋等の交換はお済みですか？ 

不燃の旧ごみ袋等 不燃の新しいごみ袋等 

  白色のシール 

透明な袋 

青色のシール 

薄い青色の袋 


